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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のネットワークを形成する複数の通信装置のうちの一部が、該第１のネットワーク
から離脱し、第２のネットワークを形成しようとする場合に、該一部の通信装置より、該
第２のネットワークの形成を示すメッセージを受信する第１の受信手段と、
　前記第２のネットワークを形成するための情報と、該第２のネットワークが消滅した場
合に、前記一部の通信装置が他のネットワークに参加するための情報と、を管理する管理
手段と、
　前記第１の受信手段が前記メッセージを受信した場合に、前記管理手段が管理する前記
第２のネットワークを形成するための情報と、前記他のネットワークに参加するための情
報とを、前記一部の通信装置に送信する第１の送信手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２のネットワークを形成する通信装置に関する情報と、該第２のネットワークが
形成された後の前記第１のネットワークを形成する通信装置に関する情報と、を記憶する
記憶手段を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第２のネットワークを形成した前記一部の通信装置より、該第２のネットワークの
消滅が通知されると、前記一部の通信装置に対して、前記他のネットワークに参加するた
めの情報を送信する第２の送信手段と
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　を備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第２の送信手段により送信されたメッセージに応答して、前記一部の通信装置が参
加した他のネットワークより該他のネットワークを形成する通信装置に関する情報を受信
し、該受信した情報によりネットワークを形成する通信装置に関する情報を更新する更新
手段を備えることを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　情報処理装置と、通信装置とを備える通信システムであって、
　前記情報処理装置は、
　第１のネットワークを形成する複数の通信装置のうちの一部が、該第１のネットワーク
から離脱し、第２のネットワークを形成しようとする場合に、該一部の通信装置より、該
第２のネットワークの形成を示すメッセージを受信する受信手段と、
　前記第２のネットワークを形成するための情報と、該第２のネットワークが消滅した場
合に、前記一部の通信装置が他のネットワークに参加するための情報と、を管理する管理
手段と、
　前記受信手段が前記メッセージを受信した場合に、前記管理手段が管理する前記第２の
ネットワークを形成するための情報と、前記他のネットワークに参加するための情報とを
、前記一部の通信装置に送信する送信手段と、を備え、
　前記一部の通信装置は、
　前記送信手段により送信された前記第２のネットワークを形成するための情報に基づい
て、前記第２のネットワークを形成するとともに、
　該形成した第２のネットワークが消滅した場合に、前記送信手段により送信された前記
他のネットワークに参加するための情報に基づいて、他のネットワークに参加することを
特徴とする通信システム。
【請求項６】
　情報処理装置における制御方法であって、
　前記第１のネットワークを形成する複数の通信装置のうちの一部が、該第１のネットワ
ークから離脱し、第２のネットワークを形成しようとする場合に、受信手段が、該一部の
通信装置より、該第２のネットワークの形成を示すメッセージを受信する受信工程と、
　前記一部の通信装置が前記第２のネットワークを形成するための情報と、該第２のネッ
トワークが消滅した場合に、前記一部の通信装置が他のネットワークに参加するための情
報と、を管理手段が管理する管理工程と、
　前記受信工程において前記メッセージを受信した場合に、前記管理工程において管理す
る前記第２のネットワークを形成するための情報と、前記他のネットワークに参加するた
めの情報とを、送信手段が、前記一部の通信装置に送信する送信工程と
　を備えることを特徴とする情報処理装置における制御方法。
【請求項７】
　情報処理装置のコンピュータに、
　前記第１のネットワークを形成する複数の通信装置のうちの一部が、該第１のネットワ
ークから離脱し、第２のネットワークを形成しようとする場合に、該一部の通信装置より
、該第２のネットワークの形成を示すメッセージを受信する受信工程と、
　前記一部の通信装置が前記第２のネットワークを形成するための情報と、該第２のネッ
トワークが消滅した場合に、前記一部の通信装置が他のネットワークに参加するための情
報と、を管理する管理工程と、
　前記受信工程において前記メッセージを受信した場合に、前記管理工程において管理す
る前記第２のネットワークを形成するための情報と、前記他のネットワークに参加するた
めの情報とを前記一部の通信装置に送信する送信工程と
　を実行させるためのプログラム。
【請求項８】
　情報処理装置のコンピュータに、
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　前記第１のネットワークを形成する複数の通信装置のうちの一部が、該第１のネットワ
ークから離脱し、第２のネットワークを形成しようとする場合に、該一部の通信装置より
、該第２のネットワークの形成を示すメッセージを受信する受信工程と、
　前記一部の通信装置が前記第２のネットワークを形成するための情報と、該第２のネッ
トワークが消滅した場合に、前記一部の通信装置が他のネットワークに参加するための情
報と、を管理する管理工程と、
　前記受信工程において前記メッセージを受信した場合に、前記管理工程において管理す
る前記第２のネットワークを形成するための情報と、前記他のネットワークに参加するた
めの情報とを前記一部の通信装置に送信する送信工程と
　を実行させるためのプログラムを格納したコンピュータ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークにおける通信制御技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮの規格であるＩＥＥＥ規格（非特許文献１）に基づいて無線通信を行
う機器が広く普及している。
【０００３】
　一般に、無線ＬＡＮにおける通信形態は、インフラストラクチャ・モードとアドホック
・モードとに大別することができる。前者は、複数のステーション（ＳＴＡ）機能を有す
る無線通信装置とアクセスポイント（ＡＰ）機能を有する無線通信装置とで構成される通
信形態である。後者は、複数のＳＴＡ機能を有する無線通信装置で構成され、ＡＰ機能を
有する無線通信装置を介さずに互いに直接通信する通信形態である。
【０００４】
　いずれの通信形態においても、形成されたネットワークを分離したり、分離されたネッ
トワークを消滅させた後、もとのネットワークを再構築するといった処理を行うことがで
きる。
【０００５】
　例えば、帯域を確保した通信を行いたい場合に、ＡＰ機能とＳＴＡ機能の両方をもった
通信装置がＡＰモードに移行し、ＳＴＡ機能を有する通信装置を引き連れて新しいネット
ワークを形成することができる（ネットワークの分離）。また、所望の通信が終了した後
は、元のネットワークに再接続させることも可能である（ネットワークの消滅及び再構築
）。
【０００６】
　アドホック・モードについても、例えば、特開平１０－１３５９６５号公報には、異な
る２つのネットワークを１つにまとめる無線通信方式が開示されている。同公報によれば
、２つのネットワークの各ホストに、チャネル設定の取り決めを行うための通信手段を配
することで、最適なチャネルを選択した後に、２つの異なるネットワークを一つの統合ネ
ットワークとして再構築することが可能となっている。
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ　８０２．１１－１９９９（Ｒ２００３）
【特許文献１】特開平１０－１３５９６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述のように、ネットワークの分離、消滅及び再構築が行われることで
、ネットワーク・トポロジーの再構成が繰り返されると、各ネットワークの帯域やチャネ
ル等のリソースの管理が困難となってくるという問題がある。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、ネットワークの分離、消滅及び再構築
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が繰り返された場合でも、各ネットワークのリソースを管理できるようにすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る情報処理装置は例えば以下のような構成を備
える。即ち、
　第１のネットワークを形成する複数の通信装置のうちの一部が、該第１のネットワーク
から離脱し、第２のネットワークを形成しようとする場合に、該一部の通信装置より、該
第２のネットワークの形成を示すメッセージを受信する第１の受信手段と、
　前記第２のネットワークを形成するための情報と、該第２のネットワークが消滅した場
合に、前記一部の通信装置が他のネットワークに参加するための情報と、を管理する管理
手段と、
　前記第１の受信手段が前記メッセージを受信した場合に、前記管理手段が管理する前記
第２のネットワークを形成するための情報と、前記他のネットワークに参加するための情
報とを、前記一部の通信装置に送信する第１の送信手段とを備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ネットワークの分離、消滅及び再構築が繰り返された場合でも、各ネ
ットワークのリソースを管理できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
【００１２】
　なお、第１の実施形態では、ネットワークが分離する際に、管理装置が通信装置に対し
て、分離のためのリソースと、再構築のためのリソースとを指示することで、リソースの
管理を実現するケースについて説明する。
【００１３】
　更に、第２の実施形態では、ネットワークが分離する際に、分離のためのリソースを指
示し、分離したネットワークが消滅した際に、再構築のためのリソースを指示することで
、リソースの管理を実現するケースについて説明する。
【００１４】
　なお、各実施形態を説明するにあたり、「ネットワークの分離」とは、ネットワークを
形成する通信装置のうち、一部の通信装置が該ネットワークから離脱し、新たに別のネッ
トワークを形成することをいうものとする。
【００１５】
　また、「ネットワークの消滅」とは、ネットワークを形成する全ての通信装置が該ネッ
トワークから離脱するか、あるいはネットワーク内のアクセスポイントがその機能を停止
させた状態をいうものとする。
【００１６】
　また、「次のアソシエートネットワーク」とは、分離したネットワークが消滅し、該消
滅したネットワークを形成していた通信装置が次にアソシエート（参加）するネットワー
クを指すものとする。
【００１７】
　また、「ネットワークの再構築」とは、消滅したネットワークを形成していた通信装置
が、次のアソシエートネットワークに接続することをいうものとする。
【００１８】
　また、グループとは、通信システムに属する通信装置のうち、各ネットワークを形成す
る通信装置群をいうものとし、当該グループは、ＡＰ機能を有する通信装置と、ＳＴＡ機
能を有する通信装置から構成されるものとする。
【００１９】
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　また、グループに属するＳＴＡ機能を有する通信装置とは、当該グループに属するＡＰ
にアソシエートする通信装置をいうものとする。また、グループの変更とは、通信装置が
属するグループを別のグループに変えることをいうものとする。
【００２０】
　更に、制御エリアとは、ＡＰの無線通信範囲をいうものとする。以上の用語を用いて、
以下、各実施形態の詳細について説明する。
【００２１】
　＜１．通信システムのネットワーク構成＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る管理装置（情報処理装置）を備える通信システ
ムのネットワーク構成図である。
【００２２】
　図１において、１１０は、ＩＳＰ（Internet Service Provider）であり、１０１は、
ＩＳＰ１１０に接続され、ルータ機能を備えた無線ＬＡＮのアクセスポイント装置である
。
【００２３】
　１００は、アクセスポイント装置１０１の制御エリアを示している。該制御エリアにお
いて各通信装置（１０２～１０４、１１１、１１２、１２１、１２２）は、チャネル７に
よりメッセージ通信可能にアクセスポイント装置１０１にアソシエートしている通信装置
である。この結果、第１のネットワーク（ネットワーク（１）と称する）が形成されてい
る。なお、当該ネットワーク（１）を形成するグループを、ここではグループ（１）と称
することとする。
【００２４】
　グループ（１）に属する各通信装置のうち、１０２は、通信装置に入出力デバイスを組
み込んだＰＤＡ（Personal Digital Assistant）型のＰＤＡ装置である。
【００２５】
　１０３はチューナ装置であり、１０４は管理装置である。管理装置１０４は、アクセス
ポイント装置１０１にアソシエート中の複数の通信装置の通信リソースを管理するととも
に、ネットワークの分離、消滅及び再構築に応じて各ネットワークを形成する各グループ
を管理する。
【００２６】
　１１１は、アクセスポイント機能を備える大型のディスプレイ装置であり、１１２は、
デジタルビデオカメラ（ＤＶＣ）である。１２０は、放送用受信アンテナであり、受信し
た放送用信号をチューナ装置１０３とディスプレイ装置１１１にそれぞれ分波器を介して
送信する。
【００２７】
　１２１は、ゲーム機能を搭載した端末装置であり、１２２は、アクセスポイント機能を
備える小型のディスプレイ装置である。
【００２８】
　＜２．ネットワーク分離時に送受信されるメッセージの流れ＞
　図２は、本実施形態にかかる管理装置１０４の第１の受信手段及び第１の送信手段が、
ネットワーク（１）の分離に際して、ネットワーク（１）から離脱する通信装置との間で
送受信するメッセージの流れを示した図である。
【００２９】
　図２では、ディスプレイ装置１１１、ＤＶＣ１１２、端末装置１２１、ディスプレイ装
置１２２が、ネットワーク（１）からの離脱を要求する場合について示している。
【００３０】
　図中の矢印２０１、２０２は、アクセスポイント装置１０１を介して各通信装置と管理
装置１０４とが送受信するメッセージの流れを示している。なお、図２の例では、ディス
プレイ装置１１１及びＤＶＣ１１２と、端末装置１２１及びディスプレイ装置１２２は、
ネットワーク（１）から離脱し、それぞれ異なるネットワークを形成する。
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【００３１】
　なお、ネットワーク（１）から離脱したディスプレイ装置１１１及びＤＶＣ１１２が属
するグループを、グループ（２）と称し、端末装置１２１及びディスプレイ装置１２２が
属するグループを、グループ（３）と称することとする。
【００３２】
　＜３．メッセージの構成＞
　次に、図２に示したメッセージ２０１、２０２を含む各種メッセージ（通信システムに
おいて送受信されるメッセージ）の詳細な構成について図３を用いて説明する。
【００３３】
　図３は、通信システムにおいて送受信されるメッセージのＭＡＣフレーム構成を示した
図である。
【００３４】
　図３の（ｂ）はＭＡＣフレームの全体構成を示した図であり、図３の（ａ）はそのうち
のＦｒａｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌフィールドの構成を示した図である。
【００３５】
　Ｅ３０１は、ＭＡＣフレームのタイプを示す情報要素である。ここでは、管理フレーム
であることを示す“００”が格納されている。
【００３６】
　Ｅ３０２は、ＭＡＣフレームのサブタイプを示す情報要素である。ここでは、ＡＣＴＩ
ＯＮであることを示す“１１０１”が格納されている。
【００３７】
　図３の（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）はＭＡＣフレームのＦｒａｍｅ　Ｂｏｄｙフィールドの
構成を示した図であり、それぞれグループ変更要求、グループ変更応答、グループ消滅通
知の各メッセージにおける情報要素を示している。
【００３８】
　なお、ネットワーク（１）からの離脱の要求に際しては、グループ変更要求メッセージ
と、グループ変更応答メッセージが用いられる。
【００３９】
　Ｅ３０３、Ｅ３１０、Ｅ３１７は、メッセージのカテゴリを示す情報要素である。この
情報要素が“４”の場合、当該メッセージは、ネットワークの分離、消滅及び再構築に関
するメッセージであることを示している。
【００４０】
　Ｅ３０４、Ｅ３１１、Ｅ３１８は、メッセージの種別を示す情報要素である。この情報
要素が“０”、“１”、“２”の場合、それぞれグループ変更要求、グループ変更応答、
グループ消滅通知であることを示す。
【００４１】
　Ｅ３０５、Ｅ３１３、Ｅ３１９はメッセージの送信先の通信装置のＭＡＣアドレスを示
す情報要素であり、Ｅ３０６、Ｅ３１４，Ｅ３２０は送信元の通信装置のＭＡＣアドレス
を示す情報要素である。
【００４２】
　Ｅ３０７、Ｅ３１５は、グループ変更情報を示す情報要素である。グループ変更情報の
詳細は図４に示す通りであり、ネットワークの分離のための情報と、ネットワークの再構
築のための情報とを含む。具体的には、グループ変更情報には、「相対ＭＡＣアドレス」
、「ＥＳＳＩＤ」と、「起動モード」、「次のアソシエートネットワークについての情報
」が含まれる。
【００４３】
　このうち、「ＥＳＳＩＤ」、「起動モード」、「次のアソシエートネットワークについ
ての情報」は、管理装置１０４に予め格納されており、管理装置１０４により、設定され
る。
【００４４】
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　「ＥＳＳＩＤ」には、離脱した通信装置が属するグループにより新たに形成されるネッ
トワークの識別子が格納される。また、「起動モード」には、新たにネットワークを形成
する時に、ＡＰモードとＳＴＡモードのどちらで動作するかについての情報が格納される
。また「次のアソシエートネットワークについての情報」には、消滅したネットワークを
形成していた通信装置が次のアソシエートネットワークを検知するために用いるネットワ
ーク識別子（ＥＳＳＩＤ）が格納されている。
【００４５】
　図３に戻る。Ｅ３０８、Ｅ３１６は、ネットワークの分離、消滅及び再構築に伴うグル
ープ変更で用いるチャネル情報を示す情報要素である。Ｅ３０９は、グループ変更応答メ
ッセージの待ち時間の設定に用いられるタイムアウト値を示す情報要素である。
【００４６】
　例えば、Ｅ３０９が“０”に設定されたグループ変更要求メッセージを送信した通信装
置は、グループ変更応答メッセージの受信を待たない。そして、当該グループ変更要求メ
ッセージを送信した通信装置は、グループ変更情報Ｅ３０７とチャネル情報Ｅ３０８とを
参照して、新たなネットワーク（第２のネットワーク）を形成する。
【００４７】
　Ｅ３１２は、グループ変更応答メッセージのステータスコードを示す情報要素であり、
グループ変更が可能か否かを示す情報が格納される。
【００４８】
　Ｅ３２１はグループ消滅理由を示す情報要素であり、ネットワークが再構築され、直接
通信が正常に終了したことを示す情報が格納される。
【００４９】
　＜４．ネットワーク分離時の通信システム全体の処理の流れ＞
　図５は、ネットワーク分離時の通信システム全体の処理の流れを示すシーケンス図であ
る。
【００５０】
　はじめに、通信システムは、管理装置１０４およびディスプレイ装置１１１、ＤＶＣ１
１２、端末装置１２１、ディスプレイ装置１２２が、アクセスポイント装置１０１にアソ
シエートした状態（Ｍ５０１）にあるものとする。
【００５１】
　かかる状態において、ユーザの操作により、ディスプレイ装置１１１の表示画面から、
ＤＶＣ１１２を指定したうえでネットワーク（１）からの離脱が要求されると、ネットワ
ークの分離に関するメッセージ２０１の送受信が開始される。
【００５２】
　ディスプレイ装置１１１は、ネットワーク（１）から離脱し、ＤＶＣ１１２との間で新
たなネットワークを形成するために、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０２）を管理装
置１０４に対して送信する。
【００５３】
　この時、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０２）のＥ３０５には、管理装置１０４の
ＭＡＣアドレスが、また、Ｅ３０７の相対ＭＡＣアドレスには、新たなネットワークを形
成するＤＶＣ１１２のＭＡＣアドレスがそれぞれ設定される。
【００５４】
　管理装置１０４は、受信したグループ変更要求メッセージ（Ｍ５０２）のＥ３０７を解
析し、相対先（ＤＶＣ１１２）を確認する。
【００５５】
　次に、管理装置１０４は、ＤＶＣ１１２に送信するグループ変更要求メッセージのグル
ープ変更情報Ｅ３０７に、ＥＳＳＩＤと、起動モード、次のアソシエートネットワークに
ついての情報を設定する。
【００５６】
　ここでは、ＥＳＳＩＤ、起動モード、次のアソシエートネットワークについての情報を
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、それぞれ“ＧＰ２／ＳＴＡ／ＧＰ１”と設定するものとする。
【００５７】
　“ＧＰ２”は、新たに形成するネットワークのＥＳＳＩＤが、ＧＰ２であることを示し
、“ＳＴＡ”は、ＤＶＣ１１２に対して、ＳＴＡモードで起動するよう要求していること
を示す。
【００５８】
　また、“ＧＰ１”は、ネットワーク消滅後は、ＧＰ１のＥＳＳＩＤを有するネットワー
クに再接続するよう要求していることを示す。
【００５９】
　以上のようにグループ変更情報Ｅ３０７の設定が完了すると、管理装置１０４は、当該
グループ変更情報Ｅ３０７を含むグループ変更要求メッセージ（Ｍ５０３）をＤＶＣ１１
２に送信する。
【００６０】
　このとき、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０３）の送信先ＭＡＣアドレスＥ３０５
には、ＤＶＣ１１２のＭＡＣアドレスが設定される。
【００６１】
　また、グループ変更情報Ｅ３０７にある相対ＭＡＣアドレスには、新たなネットワーク
を形成するディスプレイ装置１１１のＭＡＣアドレスが設定される。
【００６２】
　ＤＶＣ１１２は、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０３）を受信すると、メッセージ
内のグループ変更情報Ｅ３０７を解析し、相対先（ディスプレイ装置１１１）を確認する
。
【００６３】
　次に、ＤＶＣ１１２は、ディスプレイ装置１１１との間で新たなネットワークを形成す
ることが可能であるか否かを判断する。
【００６４】
　新たなネットワークを形成することが可能であると判断した場合には、メッセージ内の
グループ変更情報Ｅ３０７をＤＶＣ１１２内の記憶領域に格納し、管理装置１０４に対し
てグループ変更応答メッセージ（Ｍ５０４）を返信する。
【００６５】
　この時、グループ変更応答メッセージ（Ｍ５０４）中のステータスコードＥ３１２には
、グループ変更が可能であることを示す情報を設定する。また、受信したグループ変更要
求メッセージ（Ｍ５０３）のグループ変更情報Ｅ３０７の相対ＭＡＣアドレスを、そのま
まグループ変更応答メッセージのグループ変更情報Ｅ３１５にコピーする。
【００６６】
　以上のようにグループ変更応答メッセージの設定が完了すると、ＤＶＣ１１２は、グル
ープ変更応答メッセージ（Ｍ５０５）を管理装置１０４に送信する。
【００６７】
　次に、ＤＶＣ１１２は、記憶領域に格納したグループ変更情報Ｅ３０７及びチャネル情
報Ｅ３０８を参照し、ＳＴＡモードで起動する。
【００６８】
　グループ変更応答メッセージ（Ｍ５０５）を受信した管理装置１０４は、グループ変更
情報Ｅ３１５を解析し、相対先（ディスプレイ装置１１１）を確認する。
【００６９】
　次に、管理装置１０４は、ディスプレイ装置１１１に送信するグループ変更応答メッセ
ージのグループ変更情報Ｅ３１５に、ＥＳＳＩＤ、起動モード、次のアソシエートネット
ワークについての情報を設定する。
【００７０】
　ここでは、ＥＳＳＩＤ、起動モード、次のアソシエートネットワークについての情報を
、それぞれ“ＧＰ２／ＡＰ／ＧＰ１”と設定するものとする。
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【００７１】
　“ＧＰ２”は、新たに形成するネットワークのＥＳＳＩＤが、ＧＰ２であることを示し
、“ＡＰ”は、ディスプレイ装置１１１に対して、ＡＰモードで起動するよう要求してい
ることを示す。
【００７２】
　また、“ＧＰ１”は、ネットワーク消滅後は、ＧＰ１のＥＳＳＩＤを有するネットワー
クにＳＴＡモードで再接続するよう要求していることを示す。
【００７３】
　以上のようにグループ変更情報Ｅ３１５の設定が完了すると、管理装置１０４は、当該
グループ変更情報Ｅ３１５を含むグループ変更応答メッセージ（Ｍ５０５）をディスプレ
イ装置１１１に送信する。
【００７４】
　グループ変更応答メッセージ（Ｍ５０５）を受信したディスプレイ装置１１１は、メッ
セージ内のグループ変更情報Ｅ３１５をディスプレイ装置１１１内の記憶領域に格納する
。
【００７５】
　次に、ディスプレイ装置１１１は、記憶領域に格納したグループ変更情報Ｅ３１５及び
チャネル情報Ｅ３１６を参照し、ＡＰモードで起動する。
【００７６】
　ＡＰモードで起動したディスプレイ装置１１１は、ＳＴＡモードで起動中のＤＶＣ１１
２との間でアソシエーションと認証（Ｍ５０６）を行う。
【００７７】
　以降、ディスプレイ装置１１１とＤＶＣ１１２は、新たなネットワーク（ネットワーク
（２）と称する）を形成する。
【００７８】
　続いて、端末装置１２１に対するユーザの操作により、ネットワーク（１）から離脱し
て、新たなネットワークを形成する場合の処理について説明する。
【００７９】
　端末装置１２１の表示画面から、ディスプレイ装置１２２を指定したうえでネットワー
ク（１）からの離脱を要求すると、ネットワークの分離に関するメッセージ２０２の送受
信が開始される。
【００８０】
　端末装置１２１は、ネットワーク（１）から離脱し、ディスプレイ装置１２２との間で
新たなネットワークを形成するために、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０７）を管理
装置１０４に対して送信する。
【００８１】
　この時、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０７）の送信先ＭＡＣアドレスＥ３０５に
は、管理装置１０４のＭＡＣアドレスが設定される。また、グループ変更情報Ｅ３０７の
相対ＭＡＣアドレスには、新たなネットワークを形成するディスプレイ装置１２２のＭＡ
Ｃアドレスが設定される。
【００８２】
　管理装置１０４は、受信したグループ変更要求メッセージ（Ｍ５０７）のグループ変更
情報Ｅ３０７を解析し、相対先（ディスプレイ装置１２２）を確認する。
【００８３】
　次に、管理装置１０４は、ディスプレイ装置１２２に送信するグループ変更要求メッセ
ージのグループ変更情報Ｅ３０７に、ＥＳＳＩＤ、起動モード、次のアソシエートネット
ワークについての情報を設定する。
【００８４】
　ここでは、ＥＳＳＩＤ、起動モード、次のアソシエートネットワークについての情報を
、それぞれ、“ＧＰ３／ＡＰ／ＧＰ１、ＧＰ２”と設定するものとする。
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【００８５】
　“ＧＰ３”は、新たに形成するネットワークのＥＳＳＩＤが、ＧＰ３であることを示し
ている。また、“ＡＰ”は、ディスプレイ装置１２２に対して、ＡＰモードで起動するよ
う要求していることを示す。
【００８６】
　また、“ＧＰ１、ＧＰ２”は、ネットワーク消滅後は、ＧＰ１またはＧＰ２のＥＳＳＩ
Ｄを有するネットワークに再接続するよう要求していることを示す。
【００８７】
　以上のようにグループ変更情報Ｅ３０７の設定が完了すると、管理装置１０４は、当該
グループ変更情報Ｅ３０７を含むグループ変更要求メッセージ（Ｍ５０８）をディスプレ
イ装置１２２に送信する。
【００８８】
　このとき、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０８）の送信先ＭＡＣアドレスＥ３０５
には、ディスプレイ装置１２２のＭＡＣアドレスが設定される。
【００８９】
　また、グループ変更情報Ｅ３０７にある相対ＭＡＣアドレスには、新たなネットワーク
を形成する端末装置１２１のＭＡＣアドレスが設定される。
【００９０】
　ディスプレイ装置１２２は、グループ変更要求メッセージ（Ｍ５０８）を受信すると、
メッセージ内のグループ変更情報Ｅ３０７を解析し、相対先（端末装置１２１）を確認す
る。
【００９１】
　次に、ディスプレイ装置１２２は、端末装置１２１との間で新たなネットワークを形成
することが可能であるか否かを判断する。
【００９２】
　新たなネットワークを形成することが可能であると判断した場合には、メッセージ内の
グループ変更情報Ｅ３０７及びチャネル情報Ｅ３０８をディスプレイ装置１２２内の記憶
領域に格納する。また、管理装置１０４に対してグループ変更応答メッセージ（Ｍ５０９
）を返信する。
【００９３】
　この時、グループ変更応答メッセージ（Ｍ５０９）中のステータスコードＥ３１２には
、グループ変更が可能であることを示す情報を設定する。また、受信したグループ変更要
求メッセージ（Ｍ５０８）のグループ変更情報Ｅ３０７の相対ＭＡＣアドレスを、そのま
まグループ変更応答メッセージのグループ変更情報Ｅ３１５にコピーする。
【００９４】
　以上のようにグループ変更応答メッセージの設定が完了すると、ディスプレイ装置１２
２は、グループ変更応答メッセージ（Ｍ５０９）を管理装置１０４に送信する。
【００９５】
　次に、ディスプレイ装置１２２は、記憶領域に格納したグループ変更情報Ｅ３０７及び
チャネル情報Ｅ３０８を参照し、ＡＰモードで起動する。
【００９６】
　グループ変更応答メッセージ（Ｍ５０９）を受信した管理装置１０４は、グループ変更
情報Ｅ３１５を解析し、相対先（端末装置１２１）を確認する。
【００９７】
　次に、管理装置１０４は、端末装置１２１に送信するグループ変更応答メッセージのグ
ループ変更情報Ｅ３１５に、ＥＳＳＩＤ、起動モード、次のアソシエートネットワークに
ついての情報を設定する。
【００９８】
　ここでは、ＥＳＳＩＤ、起動モード、次のアソシエートネットワークについての情報を
、それぞれ、“ＧＰ３／ＳＴＡ／ＧＰ１、ＧＰ２”と設定するものとする。
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【００９９】
　“ＧＰ３”は、新たに形成するネットワークのＥＳＳＩＤが、ＧＰ３であることを示し
、“ＳＴＡ”は、端末装置１２１に対して、ＳＴＡモードで起動するよう要求しているこ
とを示す。
【０１００】
　また、“ＧＰ１、ＧＰ２”は、ネットワーク消滅後は、ＧＰ１またはＧＰ２のＥＳＳＩ
Ｄを有するネットワークに再接続するよう要求していることを示す。
【０１０１】
　以上のようにグループ変更情報Ｅ３１５の設定が完了すると、管理装置１０４は、当該
グループ変更情報Ｅ３１５を含むグループ変更応答メッセージ（Ｍ５１０）を端末装置１
２１に送信する。
【０１０２】
　グループ変更応答メッセージ（Ｍ５１０）を受信した端末装置１２１は、メッセージ内
のグループ変更情報Ｅ３１５を端末装置１２１内の記憶領域に格納する。
【０１０３】
　次に、端末装置１２１は、記憶領域に格納したグループ変更情報Ｅ３１５及びチャネル
情報Ｅ３１６を参照し、ＳＴＡモードで起動する。
【０１０４】
　ＳＴＡモードで起動した端末装置１２１は、ＡＰモードで起動中のディスプレイ装置１
２２との間でアソシエーションと認証（Ｍ５１１）を行う。
【０１０５】
　以降、端末装置１２１とディスプレイ装置１２２は、新たなネットワーク（ネットワー
ク（３）と称す）を形成する。
【０１０６】
　以上の処理により、図１に示すネットワーク（１）は分離され、図６に示すネットワー
ク構成となる。図６は、図５に示す処理の結果、ネットワーク（１）が、ネットワーク（
１）～（３）に分離された様子を示している。
【０１０７】
　図６に示すように、ネットワーク（１）～（３）を形成する各ＡＰ機能を有する通信装
置（１０１、１１１、１２２）は、それぞれ、６００～６０２に示す制御エリアを有する
。
【０１０８】
　それぞれの制御エリアでは、異なるチャネルを使用して異なるＢＳＳ（Basic Service 
Set）が構築され、インフラストラクチャ・モードで運用される。
【０１０９】
　図６に示すように、ネットワーク（１）を形成するグループ（グループ（１））には、
アクセスポイント装置１０１、ＰＤＡ装置１０２、チューナ装置１０３、管理装置１０４
が属することとなる。
【０１１０】
　また、ネットワーク（２）を形成するグループ（グループ（２））には、ディスプレイ
装置１１１、ＤＶＣ１１２が属することとなる。更に、ネットワーク（３）を形成するグ
ループ（グループ（３））には、ディスプレイ装置１２２、端末装置１２１が属すること
となる。
【０１１１】
　＜５．ネットワーク分離後の各通信装置の処理（ネットワークの消滅、再構築）の流れ
＞
　次に、ネットワークが分離された後の各通信装置の処理について説明する。上述したよ
うに、通信システムを構成する各通信装置は、新たに形成されたネットワークにおいて所
望の無線通信が完了すると、該ネットワークを消滅させ、ネットワークを再構築できるよ
う構成されている。
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【０１１２】
　図７は、ネットワーク分離後の各通信装置の処理（ネットワークの消滅、再構築）の流
れを示す図である。以下、各通信装置の処理について、図７を参照しながら、次のアソシ
エートネットワークが検知される場合と、検知されない場合とに分けて説明する。
【０１１３】
　５．１　次のアソシエートネットワークが検知される場合の処理
　図６において端末装置１２１とディスプレイ装置１２２とが属するグループ（３）が形
成するネットワーク（３）の消滅条件は以下のとおりである。
（Ａ）端末装置１２１がネットワーク（３）から離脱または離脱要求
（Ｂ）ディスプレイ装置１２２がＡＰ機能を停止または停止要求
　ディスプレイ装置１２２が上記消滅条件（Ａ）を検出した場合（ステップＳ７０１のＹ
ＥＳ）、記憶領域に格納したグループ変更情報Ｅ３０７を解析する（ステップＳ７０２）
。
【０１１４】
　ディスプレイ装置１２２の記憶領域にそれぞれ格納された「次のアソシエートネットワ
ークについての情報」は、“ＧＰ１”または“ＧＰ２”である。
【０１１５】
　はじめに、それぞれの装置がＧＰ１のＥＳＳＩＤを有するネットワーク（ネットワーク
（１））に再接続する場合（グループ（１）のアクセスポイント装置１０１にアソシエー
トする場合）の処理について説明する。
【０１１６】
　次のアソシエートネットワークについての情報が存在すると判断すると（ステップＳ７
０３のＹＥＳ）、ネットワーク（ここでは、ネットワーク（１））をスキャンする（ステ
ップＳ７０４）。更に、スキャン処理のタイマーをセットする（ステップＳ７０５）。
【０１１７】
　タイマー処理の満了以前（ステップＳ７０６のＮＯ）に、ネットワーク（ネットワーク
（１））が検知された場合（ステップＳ７０７のＹＥＳ）には、ステップＳ７０８に進む
。ステップＳ７０８では、該ネットワークを形成するグループに属する通信装置（ここで
は、アクセスポイント装置１０１）に対して、アソシエート処理を実行する。
【０１１８】
　ディスプレイ装置１２２は、アソシエートが完了すると（ステップＳ７０９のＹＥＳ）
、グループ（１）に属することとなり、ネットワーク（１）が再構築されることとなる。
【０１１９】
　なお、端末装置１２１が上記消滅条件（Ｂ）を検出した場合においても、ステップＳ７
０１～Ｓ７０９の処理は同様に実施される。その結果、端末装置１２１及びディスプレイ
装置１２２はグループ（１）に属することとなり、ネットワーク（１）が再構築されるこ
ととなる。
【０１２０】
　図８は、図７に示す処理の結果、ネットワーク（３）が消滅し、ネットワーク（１）が
再構築された様子を示す図である。
【０１２１】
　５．２　次のアソシエートネットワークが検知されない場合の処理
　次にディスプレイ装置１２２と端末装置１２１が、次のアソシエートネットワークを検
知することができない場合の処理について説明する。なお、次のアソシエートネットワー
クを検知することができない場合とは、例えば、図９に示すような状態が挙げられる。
【０１２２】
　図９は、ネットワーク（１）が、ネットワーク（１）～（３）に分離された状態におい
て、各ネットワークにおいて無線通信が行われている様子を示す図である。
【０１２３】
　ここで、制御エリア６００では、チューナ装置１０３からＰＤＡ装置１０２に伝送され
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る動画データ９０１によって、ネットワーク（１）内で使用可能な帯域の大半が使用され
ているものとする。
【０１２４】
　このとき、管理装置１０４では、無線通信の通信リソース管理の観点から、アクセスポ
イント装置１０１に対して、ステルスモードに移行するよう指示する。
【０１２５】
　ステルスモードとは、制御エリア６００のＥＳＳＩＤを隠蔽することにより、任意の通
信装置から容易にアクセスされることを回避するためのモードである。この場合、ディス
プレイ装置１２２及び端末装置１２１は、次のアソシエートネットワークとしてネットワ
ーク（１）を検知することができなくなる。以下では、このような状態のもとでの各通信
装置の処理について、図７に従って説明する。
【０１２６】
　ディスプレイ装置１２２が、端末装置１２１のネットワーク（３）からの離脱を検出す
ると（ステップＳ７０１のＹＥＳ）、ディスプレイ装置１２２は、格納したグループ変更
情報Ｅ３０７を解析する（ステップＳ７０２）。
【０１２７】
　端末装置１２１とディスプレイ装置１２２の記憶領域にそれぞれ格納された「次のアソ
シエートネットワークについての情報」は、“ＧＰ１”と“ＧＰ２”である。
【０１２８】
　ディスプレイ装置１２２は、次のアソシエートネットワークについての情報が存在する
と判断すると（ステップＳ７０３のＹＥＳ）、ネットワーク（ここでは、ネットワーク（
１））をスキャンする（ステップＳ７０４）。次に、スキャン処理のタイマーをセットす
る（ステップＳ７０５）。
【０１２９】
　タイマー処理の満了（ステップＳ７０６のＹＥＳ）までに、ネットワーク（ネットワー
ク（１））が検知されない場合（ステップＳ７０７のＮＯ）には、再度グループ変更情報
Ｅ３０７を解析する（ステップＳ７０２）。
【０１３０】
　上述のように、アクセスポイント装置１０１は、ステルスモードに移行中であるため、
ネットワーク（１）は検知されず、再度グループ変更情報Ｅ３０７を解析することとなる
。
【０１３１】
　グループ変更情報Ｅ３０７を解析した結果、次のアソシエートネットワークについての
情報が存在すると判断すると（ステップＳ７０３のＹＥＳ）、そのネットワーク（ここで
は、ネットワーク（２））をスキャンする（ステップＳ７０４）。更に、スキャン処理の
タイマーをセットする（ステップＳ７０５）。
【０１３２】
　タイマー処理の満了以前（ステップＳ７０６のＮＯ）に、ネットワーク（ネットワーク
（２））が検知された場合（ステップＳ７０７のＹＥＳ）には、ステップＳ７０８に進む
。ステップＳ７０８では、該ネットワークを形成するグループに属する通信装置（ここで
は、ディスプレイ装置１１１）に対してアソシエート処理を実行する。
【０１３３】
　ディスプレイ装置１２２は、アソシエートが完了すると（ステップＳ７０９のＹＥＳ）
、グループ（２）に属することとなり、ネットワーク（２）が再構築されることとなる。
【０１３４】
　図１０は、図７に示す処理の結果、ネットワーク（３）が消滅し、ネットワーク（２）
が再構築された様子を示す図である。
【０１３５】
　なお、次のアソシエートネットワークについての情報として記憶されたＥＳＳＩＤを有
するネットワークをいずれも検知出来ない場合（ステップＳ７０３のＮＯ）には、ディス
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プレイ装置１２２は、再度ＡＰモードで起動する。そして、端末装置１２１は、再度ＳＴ
Ａモードで起動する。この結果、ネットワーク（３）が形成されることとなる（ステップ
Ｓ７１０）。
【０１３６】
　なお、端末装置１２１が上記消滅条件（Ｂ）を検出した場合においても、ステップＳ７
０１～Ｓ７０９の処理は、同様に実施される。その結果、端末装置１２１及びディスプレ
イ装置１２２は、グループ（２）に属することとなり、ネットワーク（２）が再構築され
ることとなる。
【０１３７】
　＜６．グループ管理テーブル＞
　図１１は、管理装置１０４の記憶領域に格納されたグループ管理テーブルの詳細を示す
図であり、ネットワーク（１）が分離された後のグループ管理テーブルを示している。
【０１３８】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態では、通信システムに管理装置１０４を配
し、ネットワークが分離される際に、該管理装置１０４が、通信装置に対して、分離のた
めの通信リソースと再構築のための通信リソースを指示する構成とした。これにより、ネ
ットワークから離脱し、新たなネットワークを形成する通信装置は、当該通信リソース情
報に基づいてネットワークを形成することとなり、管理装置が、ネットワークの通信リソ
ースを管理することが可能となる。
【０１３９】
　また、新たに形成されたネットワークが消滅し、再構築された場合においても、再構築
された後の通信リソースを管理することが可能となる。
【０１４０】
　［第２の実施形態］
　上記第１の実施形態では、ネットワークが分離される際に、分離のための通信リソース
と再構築のための通信リソースを、通信装置に設定することで、各通信装置の通信リソー
スを管理する構成とした。しかしながら、本発明はこれに限定されず、ネットワークが分
離される際に分離のための通信リソースを指示し、ネットワークが消滅した際に、再構築
のための通信リソースを指示するようにしてもよい。
【０１４１】
　また、上記第１の実施形態では、ネットワークが分離した後のグループについて管理す
る構成について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、分離したネットワー
クが消滅し、再構築された後のグループについても管理するように構成してもよい。
【０１４２】
　以下、本実施形態の詳細について説明する。なお、ネットワークを分離するまでの処理
は、上記第１の実施形態と同様であるため説明は省略し、以下では、ネットワークの消滅
、再構築における処理について説明する。
【０１４３】
　＜１．ネットワークの消滅、再構築時に送受信されるメッセージの流れ＞
　図１２は、本実施形態にかかる管理装置１０４の第２の受信手段及び第２の送信手段が
、ＷＤＳ機能を利用して、ネットワーク（３）の消滅を通知するディスプレイ装置１２２
との間で送受信するメッセージの流れを示した図である。
【０１４４】
　管理装置１０４とディスプレイ装置１２２とは、ＷＤＳ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いてメッセージ１２０１の送受信を行う。
【０１４５】
　図１３は、本実施形態にかかる管理装置１０４の第２受信手段及び第２の送信手段が、
ＷＤＳ機能を利用して、ネットワーク（１）、（２）が再構築された後に、ディスプレイ
装置１１１との間で送受信するメッセージの流れを示した図である。
【０１４６】
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　管理装置１０４とディスプレイ装置１１１とは、ＷＤＳを用いてメッセージ１３０２の
送受信を行う。
【０１４７】
　＜２．ネットワークの消滅、再構築時の通信システム全体の処理の流れ＞
　図１４は、端末装置１２１とディスプレイ装置１２２とにより形成されるネットワーク
（３）が消滅し、ネットワーク（１）、（２）が再構築される場合の通信システム全体の
処理の流れを示すシーケンス図である。
【０１４８】
　また、図１５は、その場合の端末装置１２１とディスプレイ装置１２２における処理の
流れを示すフローチャートである。
【０１４９】
　以下、図１４及び図１５を用いて、ネットワーク（３）の消滅及びネットワーク（１）
、（２）の再構築時の通信システム全体の処理の流れについて説明する。
【０１５０】
　端末装置１２１とディスプレイ装置１２２とで形成されるネットワーク（３）の消滅条
件は第１の実施形態と同様に以下のとおりである。
（Ａ）端末装置１２１がネットワーク（３）から離脱または離脱要求
（Ｂ）ディスプレイ装置１２２がＡＰ機能を停止または停止要求
　ディスプレイ装置１２２は、上記消滅条件（Ａ）を検出した場合（ステップＳ１５０１
のＹＥＳ）、ＷＤＳで管理装置１０４にグループ消滅通知メッセージ（Ｍ１４０１）を送
信する（ステップＳ１５０２）。
【０１５１】
　この時、送信先ＭＡＣアドレスＥ３１９には、管理装置１０４のＭＡＣアドレスが、ま
た、送信元ＭＡＣアドレスＥ３２０には、ディスプレイ装置１２２のＭＡＣアドレスがそ
れぞれ設定される。
【０１５２】
　グループ消滅通知メッセージ（Ｍ１４０１）を受信した管理装置１０４では、該メッセ
ージ（Ｍ１４０１）のグループ消滅理由Ｅ３２１を調べ、正常終了であることを確認する
。
【０１５３】
　次に、該メッセージ（Ｍ１４０１）の送信元ＭＡＣアドレスＥ３２０を解析し、送信元
がディスプレイ装置１２２であることを確認する。
【０１５４】
　同時に、管理装置１０４は、グループ管理テーブル（図１１）を参照し、ディスプレイ
装置１２２にアソシエートしていた端末装置１２１の存在を認識する。
【０１５５】
　次に、管理装置１０４は、ディスプレイ装置１２２に送信するグループ要求変更メッセ
ージのグループ変更情報Ｅ３０７に、起動モード、次のアソシエートネットワークについ
ての情報を設定する。
【０１５６】
　ここでは、起動モード及び次のアソシエートネットワークについての情報を、それぞれ
“ＳＴＡ／ＧＰ１”、“ＳＴＡ／ＧＰ２”と設定するものとする。
【０１５７】
　起動モード＝“ＳＴＡ”は、ディスプレイ装置１２２と、端末装置１２１のそれぞれに
対して、ＳＴＡモードで起動するよう要求していることを示す。
【０１５８】
　次のアソシエートネットワークについての情報＝“ＧＰ１”は、ネットワーク消滅後は
、ＧＰ１のＥＳＳＩＤを有するネットワーク（ネットワーク（１））に再接続するよう要
求していることを示す。
【０１５９】
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　同様に、次のアソシエートネットワークについての情報＝“ＧＰ２”は、ネットワーク
消滅後は、ＧＰ２のＥＳＳＩＤを有するネットワーク（ネットワーク（２）に再接続する
よう要求していることを示す。
【０１６０】
　以上のようにグループ変更情報Ｅ３０７の設定が完了すると、管理装置１０４は、グル
ープ変更情報を含むグループ変更要求メッセージ（Ｍ１４０２）をディスプレイ装置１２
２に送信する（ステップＳ１５０２）。
【０１６１】
　このとき、グループ変更要求メッセージ（Ｍ１４０２）の送信先ＭＡＣアドレスＥ３０
５には、ディスプレイ装置１２２のＭＡＣアドレスが設定される。
【０１６２】
　ディスプレイ装置１２２は、グループ変更要求メッセージ（Ｍ１４０２）を受信すると
（ステップＳ１５０３のＹＥＳ）、グループ変更情報Ｅ３０７を解析する（ステップＳ１
５０４）。
【０１６３】
　解析の結果、次のアソシエートネットワークについての情報として、“ＧＰ２”が設定
されていることを確認する。
【０１６４】
　ディスプレイ装置１２２は、現在の起動モードがＡＰモードであることから（ステップ
Ｓ１５０５のＹＥＳ）、グループ変更要求メッセージ（Ｍ１４０３）を端末装置１２１に
送信する。
【０１６５】
　このとき、グループ変更要求メッセージ（Ｍ１４０３）の起動モード及び次のアソシエ
ートネットワークについての情報は、それぞれ“ＳＴＡ／ＧＰ２”と設定されるものとす
る（ステップＳ１５１４）。
【０１６６】
　以上の処理により、ディスプレイ装置１２２に対しては、管理装置１０４より、次のア
ソシエートネットワークについての情報として、“ＧＰ１”が指示される。
【０１６７】
　また、端末装置１２１に対しては、管理装置１０４より、次のアソシエートネットワー
クについての情報として、“ＧＰ２”が指示される。
【０１６８】
　ディスプレイ装置１２２は、ステップＳ１５０４における解析の結果、次のアソシエー
トネットワークについての情報が存在するか否かを確認する。
【０１６９】
　次のアソシエートネットワークについての情報が存在すると判断した場合（ステップＳ
１５０６のＹＥＳ）には、該ＥＳＳＩＤを有するネットワーク（ここでは、ネットワーク
（１））をスキャンする（ステップＳ１５０７）。更に、スキャン処理のタイマーをセッ
トする（ステップＳ１５０８）。
【０１７０】
　タイマー処理の満了以前（ステップＳ１５０９のＮＯ）に、ネットワーク（ネットワー
ク（１））が検知された場合（ステップＳ１５１０のＹＥＳ）には、アソシエート処理を
実行する（ステップＳ１５１１）。
【０１７１】
　ディスプレイ装置１２２は、ネットワーク（ネットワーク（１））を形成するアクセス
ポイント装置１０１とのアソシエート処理を完了すると（ステップＳ１５１２のＹＥＳ）
、グループ（１）に属することとなる。
【０１７２】
　ディスプレイ装置１２２は、アソシエート処理と認証（Ｍ１４０４）を完了すると、管
理装置１０４に対して、グループ変更応答メッセージ（Ｍ１４０５）を送信する（ステッ
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プＳ１５１３）。
【０１７３】
　管理装置１０４は、グループ変更応答メッセージ（Ｍ１４０５）を受信すると、グルー
プ変更要求メッセージ（Ｍ１４０２）に対する応答であることを認識し、グループ管理テ
ーブルを更新する。
【０１７４】
　一方、次のアソシエートネットワークについての情報が示すＥＳＳＩＤを有するネット
ワークをいずれも検知することが出来ない場合（ステップＳ１５０６のＮＯ）には、ディ
スプレイ装置１２２を再度ＡＰモードで起動する。これにより、ネットワーク（３）が形
成されることとなる（ステップＳ１５１５）。
【０１７５】
　同様に、端末装置１２１は、次のアソシエートネットワークについての情報が存在する
と判断した場合（ステップＳ１５０６のＹＥＳ）には、該ＥＳＳＩＤを有するネットワー
ク（ここでは、ネットワーク（２））をスキャンする（ステップＳ１５０７）。更に、ス
キャン処理のタイマーをセットする（ステップＳ１５０８）。
【０１７６】
　タイマー処理の満了以前（ステップＳ１５０９のＮＯ）に、ネットワーク（ネットワー
ク（２））が検知された場合（ステップＳ１５１０のＹＥＳ）には、アソシエート処理を
実行する（ステップＳ１５１１）。
【０１７７】
　端末装置１２１は、ネットワーク（ネットワーク（２））を形成するディスプレイ装置
１１１とのアソシエートが完了すると（ステップＳ１５１２のＹＥＳ）、グループ（２）
に属することとなる。
【０１７８】
　また、端末装置１２１は、アソシエートと認証（Ｍ１４０６）が完了すると、管理装置
１０４に対して、グループ変更応答メッセージ（Ｍ１４０７）を送信する（ステップＳ１
５１３）。
【０１７９】
　この時、メッセージ（Ｍ１４０７）の送信先ＭＡＣアドレスＥ３１４には、管理装置１
０４のＭＡＣアドレスが、また、送信元ＭＡＣアドレスＥ３１３には、端末装置１２１の
ＭＡＣアドレスがそれぞれ設定される。
【０１８０】
　グループ変更応答メッセージ（Ｍ１４０７）を受信したディスプレイ装置１１１は、Ｗ
ＤＳを用いて該メッセージ（Ｍ１４０８）をネットワーク（１）を形成するアクセスポイ
ント装置１０１を介して管理装置１０４に送信する。
【０１８１】
　管理装置１０４は、該メッセージ（Ｍ１４０８）を受信すると、グループ変更要求メッ
セージ（Ｍ１４０７）に対する応答であることを認識し、グループ管理テーブルを更新す
る。
【０１８２】
　一方、次のアソシエートネットワークについての情報が示すＥＳＳＩＤを有するネット
ワークをいずれも検知できない場合（ステップＳ１５０６のＮＯ）には、端末装置１２１
は再度ＳＴＡモードで起動する。これにより、ネットワーク（３）が形成されることとな
る（ステップＳ１５１５）。
【０１８３】
　＜４．グループ管理テーブル＞
　図１６は、管理装置１０４の記憶領域に格納されたグループ管理テーブルの詳細を示す
図である。図１６は、ネットワーク（３）が消滅し、ネットワーク（１）、（２）が再構
築された後のグループ管理テーブルを示している。
【０１８４】
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　以上の説明から明らかなように、本実施形態では、ネットワーク消滅時に、通信システ
ム内に配された管理装置が、ＷＤＳを利用して通信装置と通信することにより、再構築の
ための通信リソースを指示する構成とした。
【０１８５】
　これにより、管理装置では、ネットワークが消滅し、他のネットワークが再構築された
場合でも、各ネットワークの通信リソースを管理することが可能となる。
【０１８６】
　また、本実施形態では、ネットワーク再構築時に、通信システム内に配された管理装置
が、ＷＤＳを利用して通信装置と通信することにより、各ネットワークを形成するグルー
プを管理する構成とした。
【０１８７】
　これにより、管理装置では、ネットワークが消滅し、他のネットワークが再構築された
場合でも、各ネットワークを形成するグループを管理することが可能となる。
【０１８８】
　［第３の実施形態］
　上記第１及び第２の実施形態では、次のアソシエートネットワークについての情報が示
すＥＳＳＩＤを有するネットワークをいずれも検知出来ない場合には、端末装置が、以前
のモードで起動することで、旧ネットワークの形成を継続することとした。
【０１８９】
　しかしながら、本発明はこれに限定されない。例えば、指定のネットワークの優先度に
応じてアソシエート可能なネットワークを周期的に探索し、検知された場合に、現行のネ
ットワークより離脱して指定のネットワークにアソシエートするように構成しても良い。
【０１９０】
　［他の実施形態］
　なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェース機器、リー
ダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例
えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【０１９１】
　また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
コードを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を、システムあるいは装置に供給する
よう構成することによっても達成されることはいうまでもない。この場合、そのシステム
あるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラ
ムコードを読出し実行することにより、上記機能が実現されることとなる。なお、この場
合、そのプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成することになる。
【０１９２】
　プログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピ（登録商標）
ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁
気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【０１９３】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現される場合に限られない。例えば、そのプログラムコードの指示に基づ
き、コンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理
の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も
含まれることは言うまでもない。
【０１９４】
　さらに、記録媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後
、前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。つまり、プログラムコードがメ
モリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能
拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっ
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【図面の簡単な説明】
【０１９５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る管理装置（情報処理装置）を備える通信システム
のネットワーク構成図である。
【図２】ネットワーク（１）から離脱する通信装置との間で送受信するメッセージの流れ
を示した図である。
【図３】通信システムにおいて送受信されるメッセージのＭＡＣフレーム構成を示した図
である。
【図４】グループ変更情報の詳細を示す図である。
【図５】ネットワーク分離時の通信システム全体の処理の流れを示すシーケンス図である
。
【図６】ネットワーク（１）が、ネットワーク（１）～（３）に分離された様子を示して
いる。
【図７】ネットワーク分離後の各通信装置の処理（ネットワークの消滅、再構築）の流れ
を示す図である。
【図８】ネットワーク（３）が消滅し、ネットワーク（１）が再構築された様子を示す図
である。
【図９】ネットワーク（１）が、ネットワーク（１）～（３）に分離された状態において
、各ネットワークにおいて無線通信が行われている様子を示す図である。
【図１０】ネットワーク（３）が消滅し、ネットワーク（２）が再構築された様子を示す
図である。
【図１１】管理装置１０４の記憶領域に格納されたグループ管理テーブルの詳細を示す図
である。
【図１２】管理装置１０４が、ネットワーク（３）の消滅を通知する通信装置との間で送
受信するメッセージの流れを示した図である。
【図１３】管理装置１０４が、ネットワーク（３）が消滅し、ネットワーク（１）、（２
）が再構築された後に、ディスプレイ装置１１１との間で送受信するメッセージの流れを
示した図である。
【図１４】通信システム全体の処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１５】端末装置１２１とディスプレイ装置１２２における処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１６】管理装置１０４の記憶領域に格納されたグループ管理テーブルの詳細を示す図
である。
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【図１５】 【図１６】
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